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議案第２号 

大和市寄附条例及び大和市基金条例の一部を改正する条例について 

大和市寄附条例及び大和市基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、寄附を活用する事業及び寄附金を管理運用する基金の再編

等を行いたい必要による。  

－5－



 

大和市寄附条例及び大和市基金条例の一部を改正する条例 

（大和市寄附条例の一部改正） 

第１条 大和市寄附条例（平成１９年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「寄附を通して市民の意向を直接的に反映した施策の展開」を「本市を応援

するためになされた寄附の活用」に、「高めていく」を「高め、及び本市の持続可能な

発展に寄与する」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（寄附を活用する事業の指定） 

第２条 寄附金及び寄附金以外の寄附（以下「寄附金等」という。）を活用する事業は、

別表に掲げるとおりとする。 

２ 寄附者は、その寄附金等を活用する事業を、別表に掲げる事業のうちから指定する

ことができるものとする。 

３ この条例に基づいて収受した寄附金等の寄附のうち、前項の規定による事業の指

定がないものについては、市長が当該事業の指定を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、使途を指定

して寄附金等を募ることができる。この場合において、この規定に基づき収受した寄

附金等が、当該使途による活用を果たしてなお残存したときは、別表第１号に掲げる

事業で活用するものとする。 

第３条第１項を次のように改める。 

寄附者から収受した寄附金は、寄附者が指定し、又は前条第３項の規定により市長

が指定した別表に掲げる事業の区分に応じ、同表に定める基金により管理運用する。

ただし、前条第４項の規定に基づき収受した寄附金は、大和市応援基金で管理運用す

る。 

第３条第２項中「市長は、」の次に「寄附者の意向を反映するために必要があると認

める場合その他」を加える。 

第４条及び第５条を削り、第６条を第４条とし、第７条から第９条までを２条ずつ繰

り上げる。 

附則の次に次の別表を加える。 
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別表（第２条、第３条関係） 

事業 
左の事業での活用を指定した寄附

金を管理運用する基金 

１ 大和市応援事業 大和市応援基金 

２ 子ども・子育て支援事業 

３ 教育充実・奨学金給付事業 

４ 保健福祉の充実事業 

５ 生涯学習・スポーツ振興事業 

６ 市民生活・商工農・まちづくり事業 

７ 市民活動の推進事業 新しい公共を創造する市民活動推

進基金 

８ 芸術及び文化活動の振興事業 大和市文化振興基金 

９ 自然環境の保全及び緑化の推進事業 大和市みどり基金 
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（大和市基金条例の一部改正） 

第２条 大和市基金条例（平成１９年大和市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条第１号を次のように改める。 

(1) 大和市応援基金 大和市寄附条例（平成１９年大和市条例第１０号）別表第１号

から第６号までに掲げる事業に必要な資金を積み立てること。 

第１条第２号中「大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例（平成１４年大和市

条例第２０号）に基づく市民活動を推進するため」を「大和市寄附条例別表第７号に掲

げる事業」に改め、「を目的とする」を削り、同条第３号から第９号までを削り、同条

第１０号中「を目的とする」を削り、同号を同条第３号とし、同条第１１号中「を目的

とする」を削り、同号を同条第４号とし、同条第１２号中「まちづくり基金」を「施設

整備基金」に改め、「を目的とする」を削り、同号を同条第５号とし、同条第１３号中

「を目的とする」を削り、同号を同条第６号とし、同条第１４号中「を目的とする」を

削り、同号を同条第７号とする。 

第２条中「の額及び基金として繰り出す額又は」を「に」に改め、同条第１号中「新

規施策推進基金、奨学基金、青少年健全育成基金、農業振興基金、保健福祉基金、国際

化基金、生涯学習振興基金、文化会館建設基金及びまちづくり基金」を「大和市応援基

金及び施設整備基金」に改める。 

第４条第１項中「第１条第３号」を「第１条第１号から第５号まで」に改め、「、当

該年度の奨学金及び」及び「充当又は」を削り、同条第２項及び第３項を削り、同条第

４項中「第１条第１３号」を「第１条第６号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第

５項中「第１条第１４号」を「第１条第７号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

６項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（大和市寄附条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の大和市寄附条例（以下

「新寄附条例」という。）の規定は、施行日以後に収受した寄附金及び寄附金以外の寄

附（以下「寄附金等」という。）について適用する。 

３ 施行日前に収受した寄附金のうち、第１条の規定による改正前の大和市寄附条例（以
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下「旧寄附条例」という。）第５条第１項又は第２項の規定により、旧寄附条例第２条

第２号、第１４号又は第１６号に掲げる事業（次項において「特定事業」という。）を

指定して寄附されたものは、施行日以後、次の各号に掲げる当該指定された事業の区分

に応じ、新寄附条例第２条第２項から第４項までの規定により当該各号に定める事業を

指定して寄附されたものとみなして、新寄附条例の規定を適用する。 

(1) 旧寄附条例第２条第２号に掲げる事業 新寄附条例別表第７号に掲げる事業 

(2) 旧寄附条例第２条第１４号に掲げる事業 新寄附条例別表第８号に掲げる事業 

(3) 旧寄附条例第２条第１６号に掲げる事業 新寄附条例別表第９号に掲げる事業 

４ 施行日前に収受した寄附金（特定事業を指定して寄附されたものを除く。次項におい

て同じ。）については、令和８年９月３０日（以下「旧基金廃止日」という。）までの間

は、なお従前の例により、旧寄附条例第３条第１項各号に定める基金で管理運用する。 

５ 施行日前に収受した寄附金は、旧基金廃止日の翌日以後、次の各号に掲げる旧寄附条

例第５条第１項又は第２項の規定により指定された事業の区分に応じ、新寄附条例第２

条第２項から第４項までの規定により当該各号に定める事業を指定して寄附されたも

のとみなして、新条例の規定を適用する。 

(1) 旧寄附条例第２条第１号、第６号、第７号、第９号、第１５号及び第１７号に掲げ

る事業 新寄附条例別表第６号に掲げる事業 

(2) 旧寄附条例第２条第３号及び第４号に掲げる事業 新寄附条例別表第３号に掲 

げる事業 

(3) 旧寄附条例第２条第５号に掲げる事業 新寄附条例別表第２号に掲げる事業 

(4) 旧寄附条例第２条第８号に掲げる事業 新寄附条例別表第２号又は第４号に掲げ 

る事業 

(5) 旧寄附条例第２条第１０号から第１３号までに掲げる事業 新寄附条例別表第５ 

号に掲げる事業 

(6) 旧寄附条例第２条第１８号に掲げる事業 新寄附条例別表第１号に掲げる事業 

６ 施行日前に収受した寄附金以外の寄附の運用については、施行日以後も、なお従前の

例による。 

（大和市基金条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第２条の規定による改正前の大和市基金条例（次項において「旧基金条例」という。）

第１条第１号及び第３号から第９号までの規定は、旧基金廃止日までの間は、なおその

効力を有する。 
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８ 旧基金条例第１条第１号及び第３号から第９号までに掲げる基金（次項において「旧

基金」という。）に係る基金に積み立てる額及び運用益金の処理については、旧基金廃

止日までの間は、なお従前の例による。 

９ 旧基金廃止日に旧基金に属している現金及び有価証券は、旧基金廃止日の翌日以後、

第２条の規定による改正後の大和市基金条例第１条第１号に掲げる大和市応援基金に

属するものとする。 
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議案第３号 

   大和市職員定数条例の一部を改正する条例について 

大和市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、職員の定数を改定したい必要による。 
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大和市職員定数条例の一部を改正する条例 

大和市職員定数条例（昭和２７年大和町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表定数の欄中「１，０３３人」を「１，０８０人」に、「２，００２」を「２，０４９」

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  

－12－



 

議案第４号 

   大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、国家公務員の給与改定に準じた本市職員の通勤手当の改定

を行いたい必要による。  
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大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

大和市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年大和町条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第１４条第３項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞ

れ次に」を「支給単位期間につき、６６，４００円を超えない範囲で自動車等の使用距離

の区分に応じて規則で」に改め、同号アからスまでを削り、同条第８項を同条第９項とし、

同条第７項中「越えない」を「超えない」に改め、「自動車等」の次に「及び駐車場等」

を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「月」の次

に「（当該月の通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、

その翌月）」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項中「及び前項第２号」を「、第

３項第２号に定める額及び前項第１号」に、「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地

及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。）を

利用し、その料金を負担することを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通

勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲内で

１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５号 

   大和市市税条例の一部を改正する条例について 

大和市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が

公布されたことに伴い、所要の改正を行いたい必要による。 
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大和市市税条例の一部を改正する条例 

大和市市税条例（平成２年大和市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条の２第１項中「及び第３号に掲げる寄附金（同条第３項の規定により特定寄附

金とみなされるものを含む。）並びに」を「から第４号までに掲げる寄附金及び」に改め、

同項第１号中「第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされる」を「第７８条第２

項第４号に掲げる」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定の

適用がある場合におけるこの条例による改正後の第１５条の２第１項（各号列記以外

の部分に限る。）の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「寄附金及び」

とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則

第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１条の規定によ

る改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含

む。）及び」とする。 
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議案第６号 

   大和市コミュニティセンター設置条例及び大和市児童館条例の一部を改正す 

る条例について 

大和市コミュニティセンター設置条例及び大和市児童館条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、大和市コミュニティセンター下鶴間会館及び大和市下鶴間

児童館の移転に伴い、位置の変更等を行いたい必要による。  
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」 

「 

」 

」 

「 

「 

「 

大和市コミュニティセンター設置条例及び大和市児童館条例の一部を改正す

る条例 

（大和市コミュニティセンター設置条例の一部改正） 

第１条 大和市コミュニティセンター設置条例（昭和５４年大和市条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１大和市コミュニティセンター下鶴間会館の項中「大和市下鶴間２５１６番地２」

を「大和市下鶴間２８８０番地２」に改める。 

別表第２中 

  

 

集会室 
a a

   

集会室 大会議室 
保育室 

保育室 

休養室（和室） 休養室（和室） 中会議室

 小会議室   

 に改める。 

（大和市児童館条例の一部改正） 

第２条 大和市児童館条例（昭和４４年大和市条例第２１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表大和市下鶴間児童館の項中「大和市下鶴間２５１６番地２」を「大和市下鶴間

２８８０番地２」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（大和市コミュニティセンター設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 施行日前に大和市コミュニティセンター下鶴間会館の集会室、休養室（和室）及び保

育室についてした第１条の規定による改正前の大和市コミュニティセンター設置条例

第１７条第１項の規定による使用の承認及び同条例第２２条の規定による使用料の納

入であって、施行日以後の使用に係るものは、それぞれ大和市コミュニティセンター下

鶴間会館の大会議室、小会議室及び中会議室についてした第１条の規定による改正後

の大和市コミュニティセンター設置条例第１７条第１項の規定による使用の承認及び

同条例第２２条の規定による使用料の納入とみなす。 

  

」 
を        に、       を 
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議案第７号 

   大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法

律第４７号）の公布に伴い、子ども・子育て支援納付金の徴収に係る改正等を行いたい必

要による。  
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大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

大和市国民健康保険税条例（昭和２７年大和町条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の次に「及び

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納付

金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１

号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険

者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（法

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

第３条第１項中「及び第９条」を「、第９条及び第１２条」に改める。 

第５条第１号中「及び第２３条第１項」を「、第１５条及び第２７条第１項」に改める。 

第３３条を第３７条とし、第２５条から第３２条までを４条ずつ繰り下げる。 

第２４条中「第２６条」を「第３０条」に、「第２４条」を「第２８条」に改め、同条

を第２８条とする。 

第２３条第１項中「並びに」を「、」に改め、「第７０３条の４第２７項に規定する額を

超える場合には、その額）」の次に「並びに第２条第５項本文の子ども・子育て支援納付

金課税額から第１号、第２号又は第３号のキ、ク及びケに掲げる額を減額した額」を加え、

同項第１号に次のように加える。 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について ８４０円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均等割額 

   １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

   ４２円 
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ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６３０円 

(ｲ) 特定世帯 ３１５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４７３円 

第２３条第１項第２号に次のように加える。 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について ６００円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均等割額 

   １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

   ３０円 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４５０円 

(ｲ) 特定世帯 ２２５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３３８円 

第２３条第１項第３号に次のように加える。 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について ２４０円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均等割額 

 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

 １２円 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １８０円 

(ｲ) 特定世帯 ９０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １３５円 

第２３条第３項中「及び被保険者均等割額（」を「、被保険者均等割額（」に改め、「）

に限る。以下この項において同じ。）」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額（当該出

産被保険者につき算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項の規定により当該１８

歳以上被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の１８歳以
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上被保険者均等割額）に限る。以下この項において同じ。）」を加え、「及び被保険者均等

割額から」を「、被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額から」に、「及び被

保険者均等割額を」を「、被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額を」に改め、

同条を第２７条とする。 

第２２条第１項中「第１４条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同条を第２６条と

する。 

第２１条第１号中「第１６条第２項」を「第２０条第２項」に改め、同条を第２５条と

し、第２０条を第２４条とし、第１６条から第１９条までを４条ずつ繰り下げる。 

第１５条第１項中「第２３条」を「第２７条」に、「本条」を「この条」に改め、同条

を第１９条とし、第１４条を第１８条とする。 

第１３条中「第１６条、第２０条及び第２１条」を「第２０条、第２４条及び第２５条」

に改め、同条を第１７条とし、第１２条を第１６条とし、第１１条の次に次の４条を加え

る。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１２条 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．２６

を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１３条 第２条第５項の被保険者均等割額は、子ども・子育て支援納付金課税被保険者

１人について１，２００円とする。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均等割額） 

第１４条 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、子ども・子育て支援納付金課

税被保険者（１８歳以上被保険者に限る。）１人について６０円とする。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１５条 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９００円 

(2) 特定世帯 ４５０円 

(3) 特定継続世帯 ６７５円 

附則第２項中「第２３条第１項」を「第２７条第１項」に改める。 

附則第３項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、第

２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 
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附則第４項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、第

２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附則第６項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、第

２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附則第７項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、第

２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附則第８項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、第

２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附則第９項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、第

２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附則第１０項中「及び第２３条第１項の」を「、第１２条及び第２７条第１項の」に、

「第２３条第１項に」を「第２７条第１項に」に、「、第２３条第１項」を「、第２７条

第１項」に改める。 

附則第１１項中「及び第２３条第１項の」を「、第１２条及び第２７条第１項の」に、

「第２３条第１項に」を「第２７条第１項に」に、「、第２３条第１項」を「、第２７条

第１項」に改める。 

附則第１２項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、

第２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附則第１３項中「及び第２３条第１項」を「、第１２条及び第２７条第１項」に、「、

第２３条第１項」を「、第２７条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分以後の

国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。  
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議案第８号 

   大和市介護保険条例の一部を改正する条例について 

大和市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第

４２０号）が公布されたこと等に伴い、所要の改正を行いたい必要による。
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大和市介護保険条例の一部を改正する条例 

大和市介護保険条例（平成１２年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

附則第６項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所

得又は」を「給与所得（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与所得をいう。次項から第１２項までにおいて同じ。）又は」に改め、附則に次の見出

し及び６項を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

９ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない

者を除き、同年度分の地方税法の規定による市民税の賦課期日において本市に住所を有

する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者と

みなされた者を含む。）に限る。以下この項から第１２項までにおいて同じ。）のうち、

令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第

２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以

上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第６条第１項（第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア及び第１１号アに係

る部分に限る。）の規定の適用については、同項第７号ア中「合計所得金額をいい」と

あるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の

規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら５５０，０００円を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。 

１０ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に

限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１項（第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア及び第１１号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第７号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合

計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１００，０００円

を加えた額によるものとし」とする。 

１１ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１項（第７号ア、
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第８号ア、第９号ア、第１０号ア及び第１１号アに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、同項第７号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該

合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当

該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５０，０００

円から令和７年給与所得控除額を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

１２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の

うちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに

該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市民税

が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦課

期日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法

の規定による市民税の賦課期日において本市に住所を有するもの（同法第２９４条第

３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法

の規定による市民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満で

あり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未

満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００

円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入

金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定に

よる改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額とし

て、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の

金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 
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(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法

の規定による市民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満

であり、かつ、大和市市税条例（平成２年大和市条例第１３号）第１０条で定め

る金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額

から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未

満であり、かつ、大和市市税条例第１０条で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００

円未満であり、かつ、大和市市税条例第１０条で定める金額から同年の合計所得金

額を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額から当

該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に

応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除

して得た額以下である場合 

１３ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、

同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者

は、同年度分の地方税法の規定による市民税が課されている者とみなす。 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） 

１４ 第１２条第１項の規定にかかわらず、市長は、第１号被保険者又はその属する世帯

の世帯主及び全ての世帯員が令和７年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ

れていない納付義務者のうち、必要があると認めるものに対して、規則で定めるところ

により、令和８年度分の保険料を減免することができる。この場合において、市長が必

要と認めるときは、同条第２項の規定を適用しないことができる。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第９号 

   大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

について 

大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、駐車場法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第４３

号）が公布されたこと等に伴い、所要の改正を行いたい必要による。
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大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成５年大和市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「おける用語の意義は、法」を「おいて使用する用語は、法において使用する

用語」に改める。 

第４条ただし書を削り、同条の表第２号中「非特定用途」を「特定用途以外の用途（以

下「非特定用途」という。）」に改め、同表備考第１項中「部分は、」の次に「非特定用途

で、駐車施設を附置する必要がないものとして規則で定めるもの及び共同住宅の用途に

供する部分（駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内に限る。）並びに」

を加える。 

第７条中「第１８条第２項」の次に「若しくは第４項」を、「通知」の次に「（第１０条第

３項において「確認の申請等」という。）」を加える。 

第９条第２項中「３．７メートル以上、奥行６メートル以上」の次に「、はり下の高さ

２．３メートル以上」を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合は、

この限りでない。 

第１０条第３項中「建築基準法第６条第１項若しくは同法第６条の２第１項に規定する

確認の申請又は同法第１８条第２項に規定する通知」を「確認の申請等」に改める。 

第１７条を削り、第１６条を第１８条とする。 

第１５条第２項中「第１３条第１項」を「第１４条第１項」に改め、同条を第１７条と

し、第１４条を第１５条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

（廃止の届出） 

第１３条 第７条の規定による届出をした駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施

設を廃止したときは、１０日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け

出なければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 
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(1) 次号に掲げる規定以外の規定 令和８年４月１日 

(2) 第９条第２項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定及び第１３条を第１４ 

条とし、第１２条の次に１条を加える改正規定 令和８年１０月１日 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条第２項の規定は、前項第２号に定める日以後に新築、増築及び第６条

に規定する大規模の修繕等（以下「新築等」と総称する。）の工事に着手する建築物に

ついて適用し、同日前に新築等の工事に着手する建築物については、なお従前の例によ

る。 

３ 改正後の第１３条の規定は、第１項第２号に定める日以後に第７条の規定による届

出に係る駐車施設を廃止した場合について適用する。 
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議案第１０号 

   大和市火災予防条例の一部を改正する条例について 

大和市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月２５日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、林野火災注意報及び林野火災警報を発することができるこ

ととし、並びに対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和７年総務省令第

１０１号）が公布されたこと等に伴い、所要の改正を行いたい必要による。
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」 

大和市火災予防条例の一部を改正する条例 

大和市火災予防条例（昭和３７年大和市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

目次中「～第１７条の３」を「―第１７条の３」に、「～第２２条の２」を「―第２２ 

条の２」に、「～第２８条」を「―第２８条」に、 「第３章の２ 住宅用防災機器の設置 
 

及び維持に関する基準等（第２９条の２～第２９条の７）」 を
第３章の２ 住宅用防 

第３章の３ 林野火災  
災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９条の７）

に、「～第３２条」 
の予防（第２９条の８・第２９条の９） 

を「―第３２条」に、「～第３４条の２」を「―第３４条の２」に、「～第４２条」を「―

第４２条」に、「～第４９条」を「―第４９条」に改める。 

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ室に設ける

放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサ

ウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め、同項第２

号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条第２項中「サウナ設備」を「一般

サウナ設備」に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サ

ウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室（サウ

ナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、定

格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以

下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物

品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に

関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断すること

ができる手動及び自動の装置を設けること（ただし、薪を熱源とする簡易サウナ

設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置

に消火器を設置した場合は、この限りでない。）。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準について

は、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで及び第１７号から第１８号の３

まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項の規定を準用する。 

「 
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第２９条中「火災に関する警報」の次に「（法第２２条第３項に規定する火災に関する

警報をいう。以下同じ。）」を加え、同条第７号を削る。 

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加える。 

第３章の２の次に次の１章を加える。 

■■第３章の３ 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」とい

う。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することが

できる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、本市の区

域内にある者は、第２９条各号に掲げる火の使用の制限に従うよう努めなければならない。 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限に従

うよう努めなければならない区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、

林野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条各号に掲げる火の使用の制限の対象とな

る区域を指定することができる。 

第４２条の３第１項第３号中「第４５条」を「第４５条第１項」に改める。 

第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

(6)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

第４５条第１号中「行為」の次に「（たき火を含む。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び区

域を指定することができる。 

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 目次の改正規定、第２９条の改正規定、第３章の２の次に１章を加える改正規定、

第４２条の３第１項第３号の改正規定、第４５条第１号の改正規定及び同条に１項を

加える改正規定 公布の日 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和８年３月３１日 
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